
人権イメージキャラクター
人ＫＥＮまもる君（左）
人ＫＥＮあゆみちゃん（右）

　人権擁護委員は法務大臣から委嘱され、全国の市町村で人権擁護
活動を行う人たちです。人権擁護委員制度は、今年で創設76年を迎え、
全国で約 1 万 ４ 千人、市では13人が啓発活動や講演会、研修会の開
催の他、いじめや人権侵害などの相談を受けています。原則月曜日に、
人権センターで特設人権相談を行っています。人権に関する悩み事
があれば、ご相談ください。相談は選出学区・区によらず、当番制
で受けます。

人権擁護委員の主な活動
◦ �地域の皆さんからの相談を受け、
問題解決のお手伝いをします。

◦ �法務局や関係機関と協力して、
人権侵害による被害者を救済
するための活動を行います。

◦ �一人一人の人権意識を高める
さまざまな啓発活動を行います。

問 ・大津地方法務局 人権擁護課（大津市）☎522‐4673、522‐5317
　 　（大人の相談：☎0570‐003‐110、子どもの相談：☎0120‐007‐110）
　・人権センター（大路二、キラリエ草津 3 階）相談専用電話☎563‐1660
　・人権政策課（ 7 階）☎561‐2335、561‐2489

学区・区 氏名
志津 森邦博
志津南 遠藤和美
草津 田中香治
大路 野村喜代子
渋川 出呂町馨
矢倉 山本俊雄
老上・老上西 金川美鈴
玉川 奥井照夫
南笠東 川瀬善行
山田 谷川尚己
笠縫 山元孝子
笠縫東 片山惠泉
常盤 上寺和親

今年度の市人権擁護委員

人権擁護
委員って
こんな人

※敬称略、6月 1日㈯時点
※�名前は、常用漢字などに変更して掲
載しています。ご了承ください

相談無料 秘密厳守 電話
相談可

　　　　　    　　 ６ 月 １ 日㈯は「人権擁護委員の日」　 　　　 　　　
　人権擁護委員法が施行された日です。人権尊重の大切さと、人権擁護制度を知って
もらうために啓発活動などを行っています。

2015年 9 月に国連サミットで採択された「誰一人取り残さない」を理念とする、国際社会共通の目標です。
先進国と途上国が一丸となって、目標の達成をめざします。市でも第 6次総合計画で、SDGｓの視点を踏ま
えたまちづくりを進め、広報くさつでは、該当する記事にアイコンを表示します。

お知らせお知らせ

�日時・期間　所 �場所　対 �対象　定 �定員　￥ �費用（記載がない場合無料）他 �その他　申 �申し込み・応募方法　問 �問い合わせ先
〒 市役所への郵送は、〒525-8588�草津市役所〔課名など〕　☎・ �市外局番は「077」　 70 市制施行70周年記念事業　

問 男女共同参画センター
　（大路二、キラリエ草津 5 階）
　 ☎565‐1550、565‐1518

すべての人を大切にするまちに
今年度は草津市男女共同参画推進条例施行1５周年！

な
る
考
え
方
と
し
て
、
条
例
に
８
つ
の
決
め
事
を

定
め
て
い
ま
す
。

①
男
女
の
人
権
の
尊
重　

②
制
度
や
慣
行
の
見
直
し

③
方
針
決
定
の
場
へ
の
男
女
参
画

④
家
庭
と
仕
事（
社
会
生
活
）と
の
両
立

⑤
多
様
な
家
族
の
尊
重　

⑥
互
い
の
性
の
理
解
・
尊
重

⑦
セ
ク
ハ
ラ
・
Ｄ
Ｖ
の
根
絶　

⑧
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点

原
案
策
定
の
委
員
の
重
原
文
江
さ
ん
に�

�

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た

●

条
例
制
定
当
時
に
つ
い
て

　

こ
の
条
例
は
、
国
の
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本

法
制
定
の
10
年
目
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
草

津
で
、
女
性
の
地
位
向
上
に
向
け
て
活
動
さ
れ
て

き
た
市
民
の
皆
さ
ま
の
思
い
を
形
に
し
た
い
と
、
話

し
合
い
や
学
習
会
を
し
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま

す
。
条
例
を
身
近
な
も
の
に
し
て
ほ
し
い
と
、
市

民
活
動
団
体
の
メ
ン
バ
ー
で
、
条
例
を
紹
介
し
た

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク「
変
わ
る
の
は
、今
」を
作
成
し
、ペ
ー

プ
サ
ー
ト
※
な
ど
で
普
及
活
動
も
行
い
ま
し
た
。

※
紙
人
形
を
使
っ
た
寸
劇

●

今
後
の
男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て

　

ま
だ
ま
だ
積
極
的
な
改
善
が
必
要
だ
と
感
じ
て

い
ま
す
。
選
択
的
夫
婦
別
氏
制
度
も
検
討
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
少
子
化
対
策
の
一
つ
に
も
つ
な
が
る

と
考
え
、
今
後
も
注
視
し
て
い
き
た
い
で
す
。
こ

の
条
例
に
あ
る
よ
う
に
多
様
な
考
え
を
認
め
合
い
、

性
別
や
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
、
思
い
を
伝
え
合
う

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

若
い
人
と
と
も
に
、
市
民
一
人
一
人
が
自
立
し
た

個
人
と
し
て
、
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
よ
う
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
で
す
。

　

市
で
は
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
、

平
成
9（
１
９
９
７
）年
に「
草
津
市
女
性
行
動
計
画

『
女
と
男
の
パ
ー
ト
ナ
ー
プ
ラ
ン
・
く
さ
つ
』」を
策

定
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
社
会
状
況
な
ど
の
変
化

に
合
わ
せ
、
計
画
の
改
正
を
行
い
、
取
り
組
み
を

進
め
て
い
ま
す
。
平
成
21（
２
０
０
９
）年
に
は「
草

津
市
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
」を
施
行
し
、
今
年

度
で
施
行
15
周
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
条
例
の
原

案
は
、
専
門
家
や
公
募
市
民
な
ど
で
構
成
し
た
男

女
共
同
参
画
推
進
懇
話
会
で
検
討
し
ま
し
た
。
分

か
り
や
す
い
表
現
を
心
掛
け
、
市
の
責
任
と
義
務

を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
積
極

的
に
協
力
し
て
い
た
だ
く
こ
と
、

ま
た
、
多
様
な
家
族
の
生
活
の
尊

重
を
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
条
例
に
つ
い
て

知
り
、
み
ん
な
の
力
で
男
女
共

同
参
画
社
会
づ
く
り
を
進
め
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

男
女
共
同
参
画
社
会
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？

　

男
女
が
互
い
を
尊
重
し
合
い
、
職
場
や
学
校
、

家
庭
、
地
域
な
ど
で
、
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
個

性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
し
、
喜
び
や
責
任
を
分

か
ち
合
う
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
こ
と
で
す
。
い

つ
の
ま
に
か
自
分
の
中
に
あ
る　
「
男
だ
か
ら
」「
女

だ
か
ら
」な
ど
の
無
意
識
な
思
い
込
み（
ア
ン
コ
ン

シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
）に
視
線
を
向
け
、
自
分
や
み

ん
な
が
活
躍
で
き
る
可
能
性
を
広
げ
て
い
き
た
い

も
の
で
す
。

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
の
た
め
に�

�

８
つ
の
決
め
事

　
「
こ
ん
な
社
会
に
し
て
い
こ
う
」と
い
う
基
本
と

15
年
経
過
し
ま
し
た
！�

�

進
ん
で
い
る
？
～
男
女
共
同
参
画
～

　今年度のキャッチフレーズは
“だれもがどれも選べる社会
に”です。当センターでは期間
中、図書館（草津町）と南草津
図書館（野路町）では 6 月25日
㈫までの間、図書やパネル展
示を行います。ぜひお立ち寄
りください。
所 �男女共同参画センター
　 (大路二、キラリエ草津 5階)

６ 月23日㈰～29日㈯は
「男女共同参画週間」
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市議会議員

さまざまな分野における女性の参画状況（草津市）

※ 1 地方公務員（草津市）の課長相当職以上の管理職
※ 2 企業などにおける指導的地位にある従事者

H20（2008）

審議会委員 自治会長 市管理職
※1

管理的職業従事者
※2

R 5（2023） H17（2005）
国勢調査

R 2（2020）

草津市男女共同参画
推進条例について

朝
起
き
て
顔
を
洗

う
。
食
事
を
取
る
。
歯

を
磨
く
。ト
イ
レ
に
行

く
。
お
風
呂
に
入
る
。

毎
日
の
日
常
生
活
に

必
要
な「
水
」。蛇
口
を

ひ
ね
る
と
、き
れ
い
な

水
が
出
て
き
ま
す
が
、

そ
れ
は
、私
た
ち
に
と
っ
て
当
た

り
前
の
日
常
に
な
っ
て
い
ま
す
。

で
も
、そ
の
当
た
り
前
が
、当
た
り

前
で
は
な
い
こ
と
に
改
め
て
気
付

か
さ
れ
た
の
は
、今
年
1
月
1
日

に
発
生
し
た
令
和
6
年
能
登
半
島

地
震
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

地
震
に
よ
っ
て
管
路
や
配
水
池

が
破
損
し
、最
大
で
約
13
万
7
千

戸
が
断
水
し
ま
し
た
。各
自
治
体

へ
応
急
給
水
活
動
の
応
援
要
請
が

あ
り
、草
津
市
か
ら
も
給
水
車
と

と
も
に
職
員
を
派
遣
し
ま
し
た
。

「
水
道
が
使
え
な
い
こ
と
が
本
当

に
困
る
」と
い
う
連
日
の
報
道
を

見
な
が
ら
、一
日
も
早
い
復
旧
を

願
う
と
と
も
に
、市
民
の
皆
様
に

水
を
届
け
る
責
任
の
重
大
さ
を
改

め
て
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

草
津
市
の
上
水
道
は
、昭
和
39

（
1
9
6
4
）年
4
月
に
北
山
田
浄

水
場
で
一
部
給
水
を
始
め
て
以
来
、

今
年
で
60
年
に
な
り
ま
す
。こ
の

60
年
の
間
、人
口
の
増
加
や
下
水

道
の
普
及
な
ど
に
伴
っ
て
伸
び
る

水
需
要
に
対
応
す
る
た
め
、ロ
ク

ハ
浄
水
場
の
増
設
や
両
浄
水
場
の

拡
張
、配
水
管
の
整
備
な
ど
を
進

め
て
き
ま
し
た
。

安
全
・
安
心
な
水
を
継
続
し
て

皆
様
に
届
け
る
た
め
に
は
、施
設

の
計
画
的
な
更
新
や
災
害
対
策
、

適
切
な
維
持
管
理
が
必
要
で
す
。

ま
た
、水
道
事
業
は
、原
則
、水
道

料
金
で
運
営（
独
立
採
算
制
）し
て

お
り
、経
営
基
盤
の
強
化
な
ど
、安

定
し
た
事
業
経
営
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

市
で
は
、平
成
23（
２
０
1
1
）

年
３
月
に
、長
期
的
な
指
針
と
な

る「
草
津
市
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
」や
、

適
正
な
料
金
水
準
を
検
討
し
た
上

で
健
全
経
営
を
維
持
し
て
い
く
こ

と
を
目
標
と
し
た「
草
津
市
水
道

事
業
経
営
計
画
」を
策
定
し
、毎
年
、

各
事
業
の
進
捗
状
況
の
検
証
と
評

価
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。現
在
は
、

令
和
4（
２
０
２
２
）年
度
か
ら
令

和
15（
２
０
３
３
）年
度
ま
で
の
12

年
間
を
計
画
期
間
と
す
る「
第
２

次
草
津
市
水
道
ビ
ジ
ョ
ン〔
経
営

計
画（
経
営
戦
略
）〕」に
基
づ
い
て
、

施
設
の
耐
震
化
な
ど
を
計
画
的
に

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

供
用
開
始
か
ら
60
年
が
経
過
し
、

施
設
全
般
の
老
朽
化
や
、節
水
機

器
の
普
及
な
ど
に
よ
る
給
水
収
益

の
減
少
な
ど
、水
道
事
業
を
取
り

巻
く
環
境
は
厳
し
い
状
況
に
あ
り

ま
す
が
、今
後
も
安
全
で
お
い
し

い
水
を
作
り
、快
適
な
市
民
生
活

を
支
え
る
と
い
う
水
道
の
使
命
を

果
た
す
と
と
も
に
、今
日
の
水
道

の
恩
恵
を
次
世
代
に
継
承
し
発
展

さ
せ
て
い
く
た
め
、決
意
を
新
た

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

DAISUKI  KUSATSUはしかわ市長のだいすき！くさつ 安全で
おいしい水を
届ける使命
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